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県内の交通事故
８月31日現在 ※（　）内は前年同期

1,475件（1,356）
［増減］＋119件発 生 20人（28）

［増減］－8人死 者 1,765人（1,606）
［増減］＋159人傷 者

交通安全スローガン 住みよい山口 いつも心に 交通安全

薄暮・夜間走行時の安全運転の推進10月の
目標

▶早め点灯とハイビームを基本とした運転の実践
▶早朝・薄暮時の歩行者への事故防止指導
▶速度を落としての危険予測の徹底　　▶日没時刻とライト点灯時間の周知

実施事項

高齢者の交通事故防止県民運動（９日～１５日）
高齢者との交通事故防止の推進
高速道路走行の基本の指導
車両の点検・整備の徹底

11月の
目標

▶高齢者を保護する運転の指導　　　　▶高齢者等を守る気運の醸成
▶高速道路での事故・故障等への対応方法の周知
▶計画的な点検・整備の推進

実施事項

夕暮れ時・夜間の事故を防ごう！
１ライトの早め点灯の指導
　薄暮・夜間は視認性が悪化するため、自動車や自転車、歩行
者などの発見がお互いに遅れ、事故となる危険性が高くなりま
す。早めのライト点灯で自車の存在のアピールに努めるよう指
導しましょう。

２ハイビームを基本とした運転の実践
　先行車や対向車がいない場合では、ヘッドライトをハイビーム
に切り替えて、より遠くの危険を早期に発見することを徹底さ
せましょう。

３道路右側から横断する歩行者に注意
　夜間、道路右側から横断してくる歩行者との事故が多発して
います。横断歩道外であっても横断してくる歩行者がいること
を周知させましょう。

●10月６日（月）
「横断歩道ハンドサイン運動推進」を呼びかける日
●10月９日（木）、11月10日（月）
「反射材・ハイビームの活用」を呼びかける日
●11月14日（金）
「高齢者の交通事故防止」を呼びかける日

●10月１日（水）
街頭立哨「事務所付近」

●10月17日（金）、11月18日（火）
「スピードダウン」を呼びかける日
●11月28日（金）
「確実な安全確認」を呼びかける日

●11月14日(金)：会長・事務局長会議

エコドライブのチェックアドバイス
～タイヤの空気圧から始める点検・整備～

　タイヤの空気圧チェックを習慣づけましょう。タイヤの空気圧が適
正値より不足すると、市街地で２％程度、郊外で４％程度燃費が悪化
します。また、エンジンオイル・オイルフィルター・エアクリーナーエレ
メントなどの定期的な交換によっても燃費が改善します。

エコドライブは、環境にも経営にもやさしい
何よりも、交通事故防止につながります

県下統一行動日

月間行事計画

安管統一行動日

令和７年交通安全 年間スローガン

山口県交通安全協会・山口県安全運転管理者協議会

◉スピードと　焦る気持ちに　ブレーキを
◉歩きスマホ　狭まる視野に　広がる危険
◉ヘルメット　あごひもカチッと　出発だ
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　某日午後5時ころ、某市の国道において、80歳代男性が運転す
る軽四貨物車がセンターラインを越えて、50歳代男性が運転する
大型貨物車に衝突し、80歳代男性が死亡する交通事故が発生し
ました。

●発生原因は何が考えられるか。
●はみ出し運転の防止対策はあるか。
●事業所としてどういうことに取り組むべきか。

１　はみ出し事故の危険性
　脇見運転等により走行車線から逸脱すると、対向車や歩
行者等に衝突するなど、他者を巻き込んだ重大事故につな
がる危険が非常に高くなります。
　最近では、車線逸脱防止装置等の運転支援システムが登
載された車両も増えてきましたが、あくまで運転者の補助を
担うものであり、責任を負うのはハンドルを握るドライバー
です。
　これらの機能に頼りすぎず、緊張感を持って安全運転に努
めましょう。

２　はみ出し事故の原因と運転者自身の対策
⑴ ぼんやり運転
　瞬時の的確な判断や操作が要求される運転時において、
ぼんやりとした状態で運転するのは極めて危険です。
　通り慣れた道であっても、油断することなく、緊張感を
持って運転してください。

⑵ 携帯電話等の使用
　運転しながらの携帯電話等の使用は、注意力が散漫とな
り、特に画像注視は周囲の危険を発見することができず、
重大事故につながります。
　運転中にどうしても携帯電話等を使用しなければならな
いときは、必ず安全な場所に停止してから使用しましょう。

⑶ 居眠り運転
　運転中に眠気や疲れを感じたら、できるだけ速やかに駐
車場などの適切な場所に車を止めて休憩をとり、居眠り運
転を防止しましょう。

⑷ 体調不良
　病気やけがなどにより、心身の不調を感じるときは運転
を控えてください。
　また、持病がある方は、普段から事業所と病気について

安全運転管理のアドバイス

検討項目

の情報を共有しておくことも適切な運行計画を作成する上
で有効な方法であると言えます。

⑸ 運転に支障のある方法で荷物等を積載
　運転者の視野を妨害するほどの大きな荷物の積載や、運
転者の膝の上に犬などを載せてハンドル操作に支障が出る
状態で運転することは交通違反です。
　運転に支障が出ないよう、荷物などの積載方法に注意し
ましょう。

３　事業所における取組
⑴ 無理のない運行計画の策定
　目的地までの距離と時間、経路等、運行計画を策定する
際は、運転者の運転経験や健康状態等を考慮し、安全を
最優先して計画しましょう。
　特に、夜間走行や、運転が長時間にわたる場合は、こま
めな休憩を指示するとともに、可能であれば交替の運転者
を配置して過労運転等の防止に努めましょう。

⑵ 点呼等における指導と体調チェック
　運転開始前の点呼や、朝礼等の機会をとらえて、運転免
許証等の携行品の有無、日常点検結果の確認、心身の健
康の異常などを確認するとともに、安全運転に必要な知
識、技能について反復的に指導を行ってください。
　安全運転管理者の方が不在の場合でも、補助者を指定
するなどして、安全運転管理に間隙が生じないよう注意し
てください。

⑶ 酒気帯び確認
　運転者の運転前後の酒気帯びの有無を当該運転者の状
態を目視で確認するほか、アルコール検知器を用いて確実
に確認を行ってください。
　確認結果を記録したものを１年間保存し、アルコール検
知器を常時有効に保持しましょう。

事故の概要

道路環境等　
●曇天
●緩やかな右カーブであり、見通しは良い

はみ出しによる交通事故防止

山口県の交通事故発生状況
１　７月末の交通事故発生状況

区　分 人身事故
発生件数 死者数 負傷者数 物損事故

発生件数

令和７年７月末 1,288 16 1,540 21,135 

令和６年７月末 1,187 25 1,389 20,967 

前 年 比 101 -9 151 168 

２　横断歩道横断中の死者及び負傷者

区　分 死者数 負傷者数

令和７年７月末 2 65 

令和６年７月末 3 68 

前 年 比 -1 -3 

３　安管事業所従業員が主原因となった
　　交通事故の発生状況 （私用中の事故を含む）

区　分 人身事故
発生件数 死者数 負傷者数

令和７年７月末 55 0 62 

令和６年７月末 110 3 134 

前 年 比 -55 -3 -72 

構 成 率 4.3% 0.0% 4.0%
※ 構成率は、全人身事故発生件数に占める安管事業所従業員が
　主原因を作った交通事故件数
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す。早めのライト点灯で自車の存在のアピールに努めるよう指
導しましょう。

２ハイビームを基本とした運転の実践
　先行車や対向車がいない場合では、ヘッドライトをハイビーム
に切り替えて、より遠くの危険を早期に発見することを徹底さ
せましょう。

３道路右側から横断する歩行者に注意
　夜間、道路右側から横断してくる歩行者との事故が多発して
います。横断歩道外であっても横断してくる歩行者がいること
を周知させましょう。

●10月６日（月）
「横断歩道ハンドサイン運動推進」を呼びかける日
●10月９日（木）、11月10日（月）
「反射材・ハイビームの活用」を呼びかける日
●11月14日（金）
「高齢者の交通事故防止」を呼びかける日

●10月１日（水）
街頭立哨「事務所付近」

●10月17日（金）、11月18日（火）
「スピードダウン」を呼びかける日
●11月28日（金）
「確実な安全確認」を呼びかける日

●11月14日(金)：会長・事務局長会議

エコドライブのチェックアドバイス
～タイヤの空気圧から始める点検・整備～

　タイヤの空気圧チェックを習慣づけましょう。タイヤの空気圧が適
正値より不足すると、市街地で２％程度、郊外で４％程度燃費が悪化
します。また、エンジンオイル・オイルフィルター・エアクリーナーエレ
メントなどの定期的な交換によっても燃費が改善します。

エコドライブは、環境にも経営にもやさしい
何よりも、交通事故防止につながります

県下統一行動日

月間行事計画

安管統一行動日

令和７年交通安全 年間スローガン

山口県交通安全協会・山口県安全運転管理者協議会

◉スピードと　焦る気持ちに　ブレーキを
◉歩きスマホ　狭まる視野に　広がる危険
◉ヘルメット　あごひもカチッと　出発だ

山口県安全運転管理者協議会
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